
国立大学法人大阪大学役員会（平成１８年度 第９回）議事要旨 

 

 

日  時   平成１９年１月２２日（月） ９：００～９：１０ 

場  所   役員会議室（４２４会議室） 

出 席 者   宮原総長、鈴木、鷲田、馬越、馬場、仁科、佐々木、橋本 各理事 

オブザーバー   二瓶監事、遠山、荻原、小泉、大和谷、辻、西田 各総長補佐 

 

 

○ 前回議事要旨の確認 

  平成１８年度８回（１２月２５日開催）の議事要旨（案）について、特段の意見があれば 

１月２４日（水）までに総務部企画推進課へ提出の上、確定させることとした。（特段の意見はな

く、確定した。） 

 

 

【報告事項】 

１．平成１９年１月期短期資金運用について 

運営費交付金等の事業資金に係る余裕金を資金とした短期資金運用について、配付資料に基づき

報告があった。 

 

 

【審議事項】 

１．学内措置による教育研究組織の整備について 

 ① 情報科学研究科情報数理学専攻等に係る講座名称の変更 

 ② 医学部附属病院中央診療施設の整備 

 ③ 歯学部附属病院医療安全管理部の設置 

   １月１７日開催の教育研究評議会において了承された上記３部局における整備計画案について、

審議の結果、これを承認した。 

 
２．施設費貸付事業の担保設定における抵当権の選択について 

独立行政法人国立大学財務・経営センターからの借入金に係る担保設定について、同センターか

ら、これまでの普通抵当権に加えて根抵当権を追加する旨の通知があったことを受け、今後、抵当

権の設定登記を普通抵当から根抵当としたい旨配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを

承認した。 

 

３．運営費交付金支弁による特任事務職員等の雇用について 
平成１９年４月以降、助手は新規に雇用しないこととすることに伴い、新たに教育研究補助職員

の雇用を必要とする場合の雇用方法の一つとして、助教ポスト等を留保して運営費交付金支弁によ

る特任事務職員等を雇用できることとする新たな取扱いについて、配付資料に基づき説明があり、

審議の結果、これを承認した。 

 

【その他】 

① 経営協議会（平成１８年度 第４回）の開催日について 

  日程照会の結果、3月１４日（水）１４時から中之島センターで開催する旨配付資料に基づき

報告があった。 

 

次回は、平成１９年２月２６日（月）午前９時から開催することとした。 

以上 


